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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】令和1年8月8日(2019.8.8)

【公表番号】特表2018-528454(P2018-528454A)
【公表日】平成30年9月27日(2018.9.27)
【年通号数】公開・登録公報2018-037
【出願番号】特願2017-568351(P2017-568351)
【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｆ   7/40     (2006.01)
   Ｂ８２Ｙ  30/00     (2011.01)
   Ｇ０３Ｆ   7/004    (2006.01)
   Ｇ０３Ｆ   7/09     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｆ    7/40     ５１１　
   Ｂ８２Ｙ   30/00     　　　　
   Ｇ０３Ｆ    7/004    　　　　
   Ｇ０３Ｆ    7/09     ５０１　

【手続補正書】
【提出日】令和1年6月21日(2019.6.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の金属層が堆積された透明基材を用意する工程と、
　前記第１の金属層上に透明な機能層を用意する工程と、
　前記機能層上に金属ナノ粒子を堆積させて、第２の金属層を形成する工程と、
　前記基材の下面を介して、前記金属ナノ粒子をインテンスパルスライトに露光して、露
光された粒子を前記機能層に部分的に焼結させる工程で、これにより、第１の金属層がフ
ォトマスクとして作用する工程と、
　露光されなかった粒子を、溶媒を使用して洗い落とす工程で、部分的に焼結された金属
ナノ粒子を前記基材上に残す工程と
を含む、多層型の印刷可能な電子デバイスの製作において金属層を位置合わせするための
方法。
【請求項２】
　前記部分的に焼結された粒子を後焼結する工程で、完全に焼結された金属を前記基材上
に形成する上記工程を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記粒子をインテンスパルスライトに露光する前に粒子を含む溶媒を蒸発させる、請求
項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記基材が、ポリエチレンテレフタラート（ＰＥＴ）フィルムである、請求項１から３
のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記基材が、ポリエチレンナフタラート（ＰＥＮ）フィルムである、請求項１から３の
いずれか一項に記載の方法。
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【請求項６】
　前記基材が、ポリイミドフィルムである、請求項１から３のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項７】
　前記基材が、ポリカルボナートフィルムである、請求項１から３のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項８】
　前記基材が、ガラスである、請求項１から３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記粒子が、銀である、請求項１から８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記粒子が、金、銅及びアルミニウムのうちの１つである、請求項１から８のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記機能層が、誘電体層である、請求項１から１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記機能層が、半導体層である、請求項１から１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記パルスライトの電圧レベルが、１ｋＶ～３ｋＶまでである、請求項１から１２のい
ずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記パルスライトの合計露光時間が、１００～１０００マイクロ秒である、請求項１か
ら１３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５】
　前記パルスライトの波長が、３００～９００ｎｍまでである、請求項１から１４のいず
れか一項に記載の方法。
【請求項１６】
　前記洗い落とす工程が、超音波の存在下で実施される、請求項１から１５のいずれか一
項に記載の方法。
【請求項１７】
　前記洗い落とす工程が、ビーカー等の容器内で実施される、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記後焼結する工程が、アニーリングを含む、請求項２に記載の方法。
【請求項１９】
　前記後焼結する工程が、光焼結を含む、請求項２に記載の方法。
【請求項２０】
　第１の金属層及び第２の金属層が、ボトムゲート型トランジスタ又はトップゲート型ト
ランジスタの部分を形成する、請求項１から１９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２１】
　前記露光して部分的に焼結させる工程が、前記洗い落とす工程中における洗い落としに
耐えように、前記粒子を前記機能層に最低限結合させるのに最低限必要な光パワーに前記
粒子を露光する工程を含む、請求項１から２０のいずれか一項に記載の方法。
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